
令和 ６ 年　６月　２１日

提出者

　住所

　氏名

電話番号

○汚泥

　処理業者（焼却）へ委託（処理後の燃え殻は原料として再資源化）

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

　処理業者（ＲＰＦ製造）へ委託（処理後は燃料として再資源化）

　自社にて脱水・減量、中間処理し、処理業者へ委託（最終処分）
　処理業者へ委託（中間処理後最終処分）
○廃アル
　処理業者（焼却）へ委託（処理後の燃え殻は原料として再資源化）
○金属クズ
　処理業者（再生）へ委託（再生後は原料として再資源化）

　　福井県知事　殿

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

○廃酸

190人

0778-54-8009

7600000千円
（製造品出荷額（前年度実績）

(日本工業規格　Ａ列４番)

福井県鯖江市神中町２丁目７－４０

ウラセ株式会社
代表取締役　松田　徹

○廃プラスチック類

①事　業　の　種　類

令和６年４月１日～令和７年３月３１日

Ｅ１１　（繊維工業）

③従 　業　 員 　数

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

ウラセ株式会社

様式第二号の八(第八条の四の五関係)
(第１面)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

②事　業　の　規　模

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

福井県鯖江市神中町２丁目７－４０

産業廃棄物処理計画書



（管理体制図）

社長 ・産廃物処理方針の策定
・産廃物処理に関する各種事項の決定、承認

施設ｸﾞﾙｰﾌﾟ長・産廃物処理計画の作成
・産廃物管理状況の把握と改善策の検討
・産廃物減量化の検討・推進

施設ｸﾞﾙｰﾌﾟ・委託契約の締結
・処理施設運転・維持管理状況の把握
・社員、関連会社の対する教育、啓発

環境整備委員会・産廃物処理に関する検討

　　【産廃物管理組織】

　　　環境整備委員会

営業本部 開発本部 生産本部 管理本部

各生産ライン

産 業 廃棄 物 の 種 類
排 出 量 ｔ ｔ

産 業 廃棄 物 の 種 類
排 出 量 ｔ ｔ

①現状
（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画
（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

(第２面)
産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

役
　
　
割

代表取締役社長（産廃物統括責任者）

【前年度（令和５年度）実績】

（これまでに実施した取組）

【目標】

産業廃棄物減量化推進員　（施設グループ）

別紙①の通り

産業廃棄物の分別に関する事項

別紙①の通り

（今後実施する予定の取組）

①現状

別紙②

別紙②



産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た

産 業 廃 棄 物 の 量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 再 生 利 用 を 行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量

　

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 熱 回 収 を 行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

（第３面）

ｔ ｔ

ｔ ｔ

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

引き続き汚泥については、脱水を実施する。
生産の稼動増減に対応する。

ｔ

（今後実施する予定の取組）

ｔ

ｔ

【目標】

ｔ

ｔ

（これまでに実施した取組）

ｔ

18,000

汚泥

ｔ

汚泥

【前年度（　　　　　年度）実績】

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和５年度）実績】

【目標】

20,000

②計画

ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

（今後実施する予定の取組）

汚泥については、脱水を実施 （脱水処理施設　ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ　ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ）
合計処理能力：　１,４４０ｍ３／日を設置



t ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の

処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 へ の

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

（これまでに実施した取組）

t

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和５年度）実績】

 産業廃棄物の種類

ｔ

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

 全処理委託量

t

t

t

ｔ

t

t

（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

ｔ

①現状

t

①現状

【前年度（　　　　　年度）実績】

【目標】

別紙②の通り

②計画

ｔ

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

t

（これまでに実施した取組）



ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処　理　委　託　量

再生利用業者への

処　理　委　託　量

認定熱回収業者への

処　理　委　託　量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処　理　委　託　量②計画

別紙②の通り

※事務処理欄

（第５面）

【目標】

 産業廃棄物の種類

 全処理委託量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ



（第６面）

備考

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２　当該年度の６月30日までに提出すること。

３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請

    完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ

    事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

    での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら

  中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら

  中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託

  量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

  施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定

  熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた

  者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている

  処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の

  とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄

  物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄

  に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

  いときは、「―」を記入すること。

７　※欄は記入しないこと。



別紙①

産業廃棄物の種類

排 出 量 393.27 ｔ 20,000.00 ｔ 0.00 ｔ 24.07 ｔ 0.09 ｔ 0.42 ｔ 30.24 ｔ

産業廃棄物の種類

排 出 量 380.00 ｔ 19,000.00 ｔ 0.00 ｔ 20.00 ｔ 0.10 ｔ 0.40 ｔ 30.00 ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和５年度）実績】

廃油廃プラ

（今後実施する予定の取組）

引き続き上記に取り組むとともに、排水処理工程の見直しによる汚泥の排出制御に取り組む予定。

廃油

製造工程見直しや歩留まり改善による廃プラスチック類の排出制御。
金属くずは分別・清掃を実施し、有価引き取りとする。

【目標】

金属クズ汚泥廃プラ ガラスくず等混合廃棄物

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

汚泥 金属クズ 混合廃棄物 ガラスくず等 燃えやすい廃油

①現状

②計画

燃えやすい廃油



別紙②

393.27 ｔ 380.66 ｔ 0.00 ｔ 24.07 ｔ 0.09 ｔ 0.42 ｔ 30.24 ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の

処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 へ の

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

380.00 t 350.00 t 0.00 t 20.00 t 0.10 t 0.40 t 30.00 t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

再 生 利 用 業 者 へ の

処 理 委 託 量

認 定 熱 回 収 業 者 へ の

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t

 産業廃棄物の種類

t tt

汚泥

380.66

t

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

廃プラ

393.27 t

①現状

 全処理委託量

tt

t t

金属クズ ガラスくず等 廃油

t 0.00 t 0.09 t 0.42 t

t t

t t t t

②計画

 産業廃棄物の種類 廃プラ 汚泥 金属クズ ガラスくず等 廃油

 全処理委託量

tt tt

0.40 t0.00 t 0.10 t20.00 t

tt t

t t t

t t

tt

t

t

混合廃棄物

t

24.07 t

t

380.00 t 350.00 t

t t

燃えやすい廃油

t

30.24 t

t

t

t

（これまでに実施した取組）

出来る限り再生利用（リサイクル）業者を選定するとともに、委託基準やマニフェスト交付義務等の法令を厳守し
た上で、処理を委託。

t

【目標】

混合廃棄物

【前年度（令和５年度）実績】

t

燃えやすい廃油

（今後実施する予定の取組）

上記に加え、出来るだけ優良な処理業者を選定するとともに、当該委託業者について定期的に現地確認するよう努
める。

30.00 t

t



別紙Ａ                                                                                         2024.4.1 

燃焼物（ゴミ）の分別・収集について                       
                                                               施設グループ 

 燃焼物（ゴミ）の分別・収集・処理を下記の様に変更します。 
燃焼物（ゴミ）の種類 例       示 処 理 目 的 収集コンテナ 

(1)繊維クズ ①カット屑､切れ端､耳カット屑､ミシン継ぎ手等のポリエステル繊維 

 （注意）ラベル、紙、テープ等 一切の混入不可 
 ポリエステル繊維 
     として再利用 

   青 い 
   コンテナ 

(2)廃プラスチック類 
 
 

①ポリエステル以外の繊維くず 
②少々のほこり・泥・水等が付いた繊維くず 
③ラベル、紙、テープ等の付いた繊維くず 
④助剤の空き袋等 
⑤ビニール類（台車カバー、機機・製品梱包資材等） 

 燃料として再利用    赤 い 
   コンテナ 
 

(3)一般ゴミ 
   （主に事務所ゴミ） 

①事務所で出る紙屑、煙草の吸い殻、お茶殻等 

 （注意）ビニール等の袋づめにして、 
    はみ出さない様にしっかり口をふさぐ 

 市焼却場にて 
    焼却処分 

   黄 色 
   コンテナ 

(４)油・グリース汚れの

繊維くず、綿ぼこり等 

①油・グリース等の付いた繊維くず 
②大量のほこり・泥・水等が付いた繊維くず 
③綿ぼこりを入れた袋 

（注意）ビニール等の袋づめにして、油等が漏れたり、 

    ほこりが飛散しない様にしっかり口をふさぐ 

産業廃棄物処理業者に

て焼却処分 
施設階段下の専用

台車（看板表示有） 

 
【ウラセ㈱ 廃棄物処理の方針】                             ※ 再生資源となるダンボール､紙管､新聞､雑誌､古紙は混入しない 
 ①分別を徹底し出来るだけリサイクル再利用する。                ※ 原反・Ｃ反（紙管に巻いてある物）等は廃棄物処分依頼書を施設へ 
 ②適正、適切に処理する。                  出し施設からの連絡を待つ。            
 ③処理コストを抑える。                    ※紙のロール巻（転写紙等）は専用コンテナに入れる。        
                        
  

※不明の時は施設Ｇ（内線６９１１）へ問い合わせる事 
※袋は人が軽く持てる大きさ（２０ｋｇ以下・５０ｃｍ角以内）にする事 

 



別紙　

廃棄物減量化の手法

・分別収集を徹底することにより、回収再利用品を増やす。

・汚泥などをセメント等の材料にて再利用することを推進する。

・製造工程の見直しや原材料、薬品の使用量及び製造施設の

　管理強化を図ることにより排出量を減らす。

・製造施設を新設する場合は、廃棄物の発生量が少なくなる

　設備を設置する。

・不良反の再利用促進を図る。

・試験反の有効活用を図る。

・不良品の減少を図る。

・社内書類の両面使用、裏紙使用の徹底を図る。

・最重要書類以外は、再生資源としてリサイクルする。
・金属類は有価処理を進める


